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はじめに                                   

 

国立高等専門学校（以下「国立高専」という。）は、実践的かつ専門的技術者の育

成をミッションとする高等教育機関として昭和 37 年に創設され、以来半世紀を超え

る歴史の中で多くの卒業生を社会に送り出してきた。国立高専の卒業生は高い実践力

と創造性を持つ優秀な技術者として社会の様々な分野で高く評価され、我が国のもの

づくりの発展に大きく貢献している。 

国立高専施設は、国立高専の教育研究の基盤であり、その整備充実は我が国の将来

を担う人材育成に欠かせないものであるが、創設期に建設した施設を現在も主要施設

として使用している状況であり、老朽化対策が大きな課題となっている。国立高専施

設の全保有面積は約 170 万㎡で、大規模国立総合大学に匹敵する規模の施設を保有し

ているが、建築後 50 年以上の老朽施設が全体の約 4 割を超え経年劣化や機能の陳腐

化が著しいのに加え、基幹設備（ライフライン）Iの多くが耐用年数の 2倍を超えるな

ど、老朽状況が深刻さを増している。 

 

 このような状況に対応するため、独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「国立

高専機構」という。）で、文部科学省が定めた「第４次国立大学法人等施設整備５か

年計画（平成 28 年～平成 32 年度）」に基づく「国立高専機構施設整備５か年計画

（同）」（以下「国立高専施設整備 5か年計画」という。）を策定し、これらを踏ま

えた計画的・重点的な施設整備に取り組んでいる。  

 一方、道路、橋梁、トンネル、上下水道等を始めとする全国各地のインフラ施設の

老朽化対策が国家的な課題となり、これらに対応するため、政府は「インフラ長寿命

化基本計画（平成 25 年 11 月）」を策定した。同計画を踏まえて「文部科学省インフ

ラ長寿命化計画（行動計画）（平成 27 年 3 月）」及び「独立行政法人国立高等専門

学校インフラ長寿命化計画（行動計画）（平成 29 年 3 月）」（以下「国立高専行動計

画」という。）が策定され、これらにおいて平成 32 年度までに「個別施設計画」を作

成することが定められている。 

また、平成 30 年に日本各地で多発した自然災害により重要インフラが機能を喪失

し、大きな影響を及ぼす事態となったことを受け、政府は平成 30 年 12 月に「防災・

減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」を閣議決定した。この中で学校施設も重

要インフラとして位置付けられ、速やかに老朽化対策・安全対策を講じることが必要

とされている。 

  

                                                   
I 基幹設備（ライフライン）は、主要配管配線（屋外給水管、屋外ガス管、屋外排水管、屋外冷暖房管、屋外電

力線、屋外通信線）、高圧変電設備、自家発電設備、昇降機設備、受水槽設備、排水処理設備、冷凍機設備、ボ

イラー設備、防災設備（自動火災報知器を含む。）、電話交換機設備、新エネルギー利用設備を指す。 



- 2 - 
 

 このような状況の中、国立高専機構は、平成 30 年 9 月に「国立高等専門学校機構

インフラ長寿命化計画検討専門部会」を立ち上げ、中長期的な施設整備需要や維持

管理費の検証、実施事業の優先度、計画策定上の課題等について検討を行い、その

成果を以下のように取りまとめた。 

 この成果を踏まえ、国立高専機構は「国立高等専門学校インフラ長寿命化計画

（個別施設計画）」（以下「国立高専個別施設計画」という。）を策定するととも

に、各国立高専に同計画を周知する必要がある。また、国におかれては、国立高専

施設の現状と課題についてご理解いただき、同計画の実現に向け、より一層のご指

導とご支援をいただければ幸いである。 

 

 

・国立大学法人等の文部科学省所管施設を行動計画（H28 年度まで）・個別施設計画（H32 年度
まで）の策定対象施設に設定。 

 

インフラ長寿命化基本計画（平成 25 年 11 月策定） 

国立高等専門学校機構 
インフラ長寿命化計画（個別施設計画） 

（平成 31年 3 月予定） 

文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）（平成 27 年 3 月策定） 

国立高専機構 

国立高専機構施設整備 5か年計画 
（平成 28年 6 月策定） 

各国立高専 

戦略的なキャンパスマスタープランの策定 

反 映 

国立高等専門学校機構 
インフラ長寿命化計画（行動計画） 

（平成 29年 3 月策定） 
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１章．施設の現状と課題                              

 

 １．老朽化の現状と課題  

(1) 施設の老朽化の現状 

全国 51 校 55 キャンパスの国立高専施設全体の保有面積は約 170 万㎡であり、

その多くは国立高専の創設期（昭和 30 年代後半から 40 年代前半）に集中的に建

設されたため、経年劣化が進行している。 

創設後の短い期間に、全国各地で講義棟、研究実験棟、図書館、屋内運動場、寮

等の主要施設が一斉に建設されており、この時に建設された施設が現在も国立高

専キャンパスの主要施設として利用されている。創設時の基本設計で建設された

ため今日の教育研究に必要な機能と水準を備えているとは言いがたく、高専改革

に伴う新たな取組を行う上での制約となっており、施設面でのハンデを教育や実

験上の創意工夫や教員の努力で補っているのが実情である。 

図表 1 は老朽状況の比較であるが、国立高専施設は、国立大学等と比べて老朽施

設の割合が高くなっており、平成 30 年 5 月 1 日現在、経年 50 年以上の老朽施設

の面積は約 66 万㎡で全体の約４割を占めており、一段と深刻な状況である。 

既存施設は、昭和 56 年に行われた建築基準法の耐震基準の大幅改正を境として

旧耐震基準施設と新耐震基準施設に区分される。旧耐震基準施設は耐震対策が必

要であるとともに、最も経過年数の短いものでも既に築 38年を経過しているため、

老朽化対策として大規模改修が必要である。国立高専施設は、全保有面積約 170 万

㎡のうち 69％に当たる約 118 万㎡が旧耐震基準であり、このうち約 70 万㎡が既に

大規模改修を実施しているが、まだ約 48 万㎡が未改修となっている。新耐震基準

（現行基準）は、大規模地震に対して人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生

じさせないことを目標にした基準である。 

なお、地震対策に必要な構造体の耐震化は平成27年度に100％を達成しており、

図表 1 国立高専施設と国立大学法人等施設の老朽状況の比較 
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現在は非構造部材の耐震対策を進めている。 

図表 3 は、5 年ごとに区分した建設年別の保有面積である。図表 3 で経年 50 年

以上が突出しているのは、国立高専の多くが昭和 30 年代後半から 40 年代前半に

集中的に創設されたためである（昭和 37 年度 12 校、同 38 年度 12 校、同 39 年度

12 校、同 40 年度 7 校、計 43 校）。その後、学科数の増加や専攻科の設置に伴う校

舎整備がその都度行われてきたが、昭和 49 年以降は 5 年間で 6～13 万㎡以下と限

定的であり、特に直近 10 年間は極めて少なくなっている。 
  平成 30 年 5 月 1 日現在 

  保有面積 旧耐震基準 新耐震基準 

合      計 170 万㎡ 118 万㎡(69%) 52 万㎡(31%) 

校舎 
87 万㎡ 

51.4% 
56 万㎡(65%) 31 万㎡(35%) 

寮 
39 万㎡ 

22.7% 
29 万㎡(74%) 10 万㎡(26%) 

その他 
44 万㎡ 

25.9% 
33 万㎡(74%) 11 万㎡(26%) 

図表 2 国立高専施設の保有面積と新旧耐震基準の内訳 

図表 3 国立高専施設の老朽状況 
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図表 4 及び図表 5 に示すとおり、基幹設備（ライフライン）については、既に耐

用年数を超えるものの割合が高くなっており、老朽化に起因する電気設備やガス

設備、給排水設備等の故障や事故が増加することにより、教育研究活動の中断や学

生等の怪我が懸念される。 

図表 5 基幹設備機器の老朽化状況 

耐用年数が超過
している割合(％)

台数計

① 90% 40

② 84% 264

③ 50% 242

④ 57% 176

⑤ 54% 750

⑥ 51% 142

⑦ 55% 460

⑧ 20% 59

58% 2,133

平成30年5月1日現在

図表 4 主要配管・配線の老朽化状況 

耐用年数が超過
している割合 延べｍ数計

⑨

⑦

⑥ 68%

115,781

1,128,99167%

⑤

29,499

⑧

37,909

410,728

300,210

55%

56%

69%

①

②

③

④

85%

84%

82%

83%

69%

平成30年5月1日現在

108,330

94,011

27,502

5,021

■自動火災報知設備経年 30 年 

誤発報が多発・予備回線がない設
備。補修部品の製造が終了し、設
備の維持管理が困難な状況。 

■高架水槽 経年 51 年 

劣化による腐食について、

点検業者からの指摘。 

■給水管 経年 43 年 

劣化により腐食、破損し
給水管から給水が噴出。 

配 管 腐 食 高架水槽腐食 赤 水 発 生 設備の老朽・劣化 

■給水設備 経年 47 年 

劣化による腐食により、

赤水が発生。 
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特に基幹設備（ライフライン）の主要配管・配線の経年劣化が深刻で、排水管の

老朽化は汚水等の漏洩による周辺土壌への影響や悪臭の発生などのトラブルの原

因であり、給水管の老朽化は赤水（配管の腐食でできた赤錆（酸化第二鉄）が水中

に溶け出し、水を赤く染める現象。）や漏水等のトラブルを招く。ガス管の老朽化

はガス漏れ等の重大事故の原因になりかねず、電力線の劣化は停電や漏電の原因

となる。受変電設備、受水槽設備、ボイラー等の主要設備機器（以下「基幹設備機

器」という。）の経年劣化も深刻になっており、特に受水槽設備と受変電設備の対

策を急ぐ必要がある。 

 

(2) 施設の現代化に関する課題 

国立高専機構では、施設保全のために施設利用実態調査を行い、その結果を毎年

度取りまとめるなど、現状を把握した上で、適切に営繕・維持管理を行っているも

のの、50 年前の創設当初からの施設を使い続けている結果として、老朽化に伴う

機能低下や安全性への懸念が大きな課題となっている。 

老朽化に加え、施設機能の陳腐化も課題であり、高度化・多様化する教育研究活

動に対応する施設の現代化を図っていくことが課題である。 

 

①高専教育の充実に伴う施設の現代化 

政府の「未来投資戦略 2018」（平成 30 年 6 月 15 日閣議決定）では、高等専門

学校について、技術者教育の特色を基盤に大学等との連携により機能を補完する

等、「Society 5.0」時代を担う IoTII、ロボティクス、サイバーセキュリティ等

の技術者の育成に資する高専教育の一層の高度化・国際化を推進するとされてい

る。これと対応するには、将来の融合・複合領域や新分野への展開など教育組織

の取り組みに併せたスペースの確保が課題である。 

 

②地域・産業界との連携強化等に伴う施設の現代化 

政府の「サイバーセキュリティ戦略」（平成 30 年 7 月 27 日閣議決定）では、

産学官連携により、大学・高等専門学校等の高等教育段階における情報技術人材

の育成を引続き推進すると述べられている。また、文部科学省の有識者会議が平

成 28 年 3 月に公表した高等専門学校の充実に関する報告書では、地域企業等と

の産学連携による共同研究等の取り組みを推進するため、研究に必要な施設・設

備の整備等、高専の特性に対応した研究環境づくりへの支援の充実を進めると述

べられており、これらに対応するスペースの確保が課題となっている。 

 

 

                                                   
II モノのインターネット（Internet of Things : IoT）とは従来は主にパソコンやサーバー、プリンタ等の IT

関連機器が接続されていたインターネットにそれ以外の様々な“モノ”を接続する技術のこと。（第６回科学技

術・学術審議会学術分科会学術情報委員会の資料より。） 



- 7 - 
 

③理工系女性人材の育成に伴う寮の現代化 

国立高専の第４期中期計画（2019～2023 年度）において、引き続き女子学生の

受入れを推進することとしており、女子学生の入学者が増加傾向にある。平成 28

年度には、本科入学生に占める女子学生の割合が初めて 20％を超え、今後は更

に増えていくことが想定されるが、女子寮定員の不足から入寮を希望する女子学

生の増加に対応できていない状況である。入寮待機女子の解消や寮の著しい老朽

化・狭隘化による安全面や機能面の生活環境改善が大きな課題となっている。 

 

④国際化に伴う施設の現代化 

留学生の受入れについては、「未来投資戦略 2018（平成 30 年 6 月 15 日閣議

決定）」において、高等専門学校教育の一層の高度化・国際化を推進することと

されており、国立高専機構の第 4期中期計画（2019～2023 年度）においても、

留学生の受入れの推進を図ることとしている。 

高専教育制度の海外展開を推進するためにも、留学生の受入れ増と海外におけ

る高専教育への賛同者を増やすことが重要であるが、既存の寮は国際水準に比べ

極めて低水準と言わざるを得ず、現代的な水準とするための居住施設の整備が大

きな課題となっている。 

 

 ２．維持管理の現状と課題  

(1) 維持管理の現状 

施設の長寿命化を着実に進めていくためには、施設を定期的に点検・診断し、老

朽状況を把握する必要がある。また、建築基準法第 8 条において「建築物の所有

者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態

に維持するように努めなければならない」と努力義務が定められている。 

国立高専機構では、限られた予算の中で、施設の維持管理を効果的・効率的に実

施するため、国立高専全体が一法人というメリットを活用して運営費交付金の一

定額を確保し、各国立高専が策定した年次計画に基づき緊急性や重要性の高い営

繕事業に配分する仕組みを取り入れている。これにより、法人全体として緊急対応

が必要な事業、安定的な財源措置が可能となっている。 

さらに、各国立高専における施設の維持管理状況、エネルギー使用状況及び設備

の保有状況等を取りまとめたデータを全校に配布し、各国立高専が客観的なデー

タに基づき自校の課題や問題の抽出、今後の整備計画の検討に活用している。 

 消防法や電気事業法等の法令に基づく点検については、今後も適切に実施して

いく必要がある。建築基準法第 12 条に基づく施設の点検を行うとともに、全ての

施設は文部科学省の通知「学校施設の維持管理の徹底について」（平成 27 年 10 月

30 日付 27 文科施第 375 号）により、有資格者による専門的な点検を定期的に実施

するよう求められている。 

 このほか、多くの国立高専が施設利用状況調査や施設の診断を行っている。当該
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調査は教員を含む施設委員会等が実施しており、老朽化状況だけでなく、施設の陳

腐化に伴う教育研究上の支障に関して調査しているところもある。 

 

(2) 維持管理の課題 

各国立高専が実施している点検の項目・部位・内容等が異なるため、全国一律の

点検とは言い難いものとなっている。同じ方法による調査は、建物の維持管理・更

新の優先順位を検討する際に有効な手段であることから、統一した点検票による

点検の実施が課題となっている。 

さらに、老朽化に伴い多くの建物で故障が生じているため、安全・安心の確保に

必要な緊急のものを優先せざるを得ない状況であり、結果として大半が事後保全

となっている。維持管理では予防保全の方が安価となるものや、安全・安心の観点

から故障が生じる前に対応することが望ましい場合もあることから、予防保全を

どのように実施していくかが今後の課題である。 

基幹設備（ライフライン）のうち主要配管・配線については、学校創設時に敷設

され、その後は支障が生じた箇所の部分的な再敷設を行ってきた結果、現状を把握

できる図面が整っていない国立高専もある。このため、維持管理や更新の前提とな

る敷設実態の把握と更新計画の作成を行う必要がある。 

基幹設備（ライフライン）は、図表 4及び図表 5に示すとおり老朽化が著しい状

況となっているため、事故により支障が生じているものや老朽化が特に著しいも

の（法定耐用年数の 2倍を超えるもの）を優先し、計画的な更新を進める必要があ

る。 

基幹設備機器については、財政面・効果面の観点から、建物や基幹設備（ライフ

ライン）に合わせて更新を行うことが望ましい。 

 

３．施設マネジメント等の現状と課題  

(1) 施設利用実態の一元的な把握と情報の共有 

施設の維持管理や省エネルギーを推進するための基本は的確な現状把握である

ことから、国立高専機構本部が施設利用実態調査の結果を各国立高専へ配布して

いることは、国立高専全体が一法人というメリットであり、各国立高専が客観的な

データに基づき自校の課題を抽出し、今後の整備計画の策定に活用することがで

きる優れた取り組みである。 

今後の課題は、当該データにより抽出された課題を解決するための優先順位の

決定方法や、整備計画の策定に関する全学的な取組体制の構築が挙げられる。 

 

(2) スペースの有効活用 

各国立高専においては、全学的な視点に立った施設の点検・評価、弾力的な使用

が可能なスペースの確保、使用面積の再配分等の既存施設の有効活用に関する取

組が行われている。共同利用スペースの確保状況が年々増加傾向にある一方で、若
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手研究者のスペースの確保状況やスペースチャージIIIの状況は、近年横ばいで推移

している。 

スペースチャージは維持管理を含めた施設整備の財源確保の方法として有効な

手段の一つであり、受益者負担の考え方に立ったスペースチャージの拡大を検討

していくことが今後の課題である。 

 

(3) 施設の維持管理 

施設の老朽化の進行や教育研究の高度化・多様化の影響により、維持管理費の増

加が深刻な課題となっている。一方、維持管理コストの適正化への取り組みとして、

同種業務の一括発注、複数年度契約への移行によるスケールメリットの活用、より

競争性の高い一般競争入札方式への移行等様々な努力を行っており、引き続き進

めていく必要がある。また、将来的には保有面積の抑制について検討を行う必要が

ある。 

 

(4) エネルギー使用状況 

国立高専の総エネルギー消費量は、平成 27 年度までの単位面積あたりのエネル

ギー投入量は経年とともに減少傾向だったが、平成 28 年度から増加（前年度実績

から約 1.9％）しており、平成 29 年度は前年度実績から約 1.1％の増加となった。 

東日本大震災以降は、電力の使用に伴う CO2 排出量の換算係数が増加したため、

温室効果ガスの総排出量は、対平成 23 年度比で平成 24 年度は約 8.6％増加、平成

25 年度は約 17.1％増加、平成 26 年度は約 13.3％増加、平成 27 年度は約 7.7％増

加、平成 28 年度は約 5.2％増加、平成 29 年度は約 4.1％増加となっている。 

また、同様に東日本大震災以降は、主に電気代が値上がりしたことから、光熱水

料も増加傾向にある。 

今後も電力等の利用量の抑制に取り組むほか、照明の LED 化など省エネルギー

に資する設備機器導入を促進させる必要がある。  

 

(5) 施設の整備・維持管理に関する財源 

国立高専施設の整備及び維持管理に関する財源は、施設整備費補助金（新増改築、

大規模改修）、大学改革支援・学位授与機構施設費交付金（営繕工事）、運営費交付

金の教育等施設基盤経費（維持保全、点検等）の 3つであり、この他に寄付や借用

等の多様な財源による施設整備を実施している。 

施設整備の最も主要な財源である施設整備費補助金は、法人化以降（平成 16 年

度当初予算～平成 30 年度補正予算）約 670 億円であり、近年の 5か年は当初予算

と補正予算を合わせて平均 20 億円程度で推移している。 

                                                   
III スペースチャージとは、研究施設等において当該施設の使用者から徴収するスペース料金をいう。 
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 また、営繕工事の財源となっている大学改革支援・学位授与機構施設費交付金

は、平成 27 年までは年額 7～8億円程度であったが、近年は約 5億円と年々減少

している。 

この他に、維持保全、点検、光熱水費は、国立高専機構本部を経て各国立高専

に配分される運営費交付金で賄われている。運営費交付金と施設の保有面積の推

移を見ると、平成 25 年度までは保有面積が増加する一方で運営費交付金が年々

減少し、各国立高専はこれらに必要な経費の捻出に大変苦労した。平成 25 年度

以降は、保有面積がほぼ横ばいとなるが、老朽化の進行による経費増や東日本大

震災以降の電気料金の値上げ等により、依然として厳しい状況が続いている。 
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※平成 25 年度においては、給与特例
法による人件費削減相当額（約 4,022
百万円）を削減。 

図表 7 国立高専機構の運営費交付金と保有面積の推移 

※１ 平成 16 年度については、文部科学省への概算要求を行っていないため要求額を計上しない。 
※２ 平成 24 年度おいて用地購入を除く採択率 100%を超えているが、補正予算等に伴い、追加で事業を 

要求したため。 

※３ 平成 30 年度の当初予算額において、国債事業の２年目の予算額は計上しない。 

図表 6 予算額（施設整備費補助金）の推移 

※１ 平成 16 年度補正予算額は、新潟県中越地震等における災害復旧費を含む。 
※２ 平成 23 年度補正予算額は、東日本大震災における災害復旧費を含む。 

※３ 平成 24 年度補正予算額は、2度の経済危機対応・地域活性化予備費使用額及び補正予算額の合計。 
※４ 四捨五入により合計額は一致しない。 
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２章．国立高専施設の整備に関する基本的な考え方                                 

 

国立高専施設は、国立高専がその使命や役割を果たすための基盤をなすものであり、

高度化・多様化する教育研究活動や多岐にわたる地域連携活動を支えるために必要な

機能と水準を整備・維持していく必要がある。国立高専が将来を担う実践的・創造的

技術者を育成し、我が国の成長と発展に貢献していくためには、質の高い安全な教育

研究環境の確保に向けて、安定的・継続的な施設整備が不可欠である。 

 

１．長期的視点から見た施設整備の基本的な考え方 

(1) 国立高専施設の目指すべき姿 

①高専改革に対応する教育研究環境の整備 

「新たな高専教育課程の展開」、「社会実装IVなど

研究開発力を通じた地方創生の推進」、「理工系女性

人材の育成」、「国際化の推進」等の一連の高専改革

に対応するためには、地域や産業界との連携強化、

ものづくり機能の更なる強化、理工系女性人材育成

及び国際化に対応する施設整備が必要である。具体

的には、アクティブ・ラーニングや反転授業Vなど学

生の能動的な学びに対応するスペース等の学習環境の充実が重要である。 

また、地域や産業界との連携を強化するには、イノベーションの創出に貢献す

るハイレベルの実験や実習、生産現場における技術相談・受託研究・共同研究等

の産学官連携への対応、ものづくり技術力の継承等に必要なスペースと機能の確

保が必要である。 

さらに、時代とともに教育寮の在り方が変遷しており、特に、年々増加傾向に

ある女子学生及び留学生への対応が急がれる。そのため、施設の利用状況や入寮

待機学生の現状、留学生との混住、教育寮としての在り方等を勘案の上、計画的

な整備に取り組むことが必要で、特に女子学生の入寮待機解消や留学生の居住施

設の整備を優先して取り組むことが必要である。 

 

②安全・安心な教育研究環境の整備 

国立高専施設が国立高専の教育研究活動の基盤として必要な機能と水準を確

保し、これを維持し続けるためには、老朽施設（基幹設備（ライフライン）を含

む）の再生を中心に計画的かつ重点的な施設整備を推進していく必要がある。こ

のため、施設の長寿命化の考え方を基本方針として、老朽施設から計画的に整備

                                                   
IV 社会実装とは、得られた研究成果を社会問題解決のために応用、展開すること。 
V 反転授業とは、従来、教室で行われていた「知識伝授」の要素をビデオ化し、自宅にて学習し、従来、自宅で

宿題を通して行われていた「知識の咀嚼」の要素を教室で行う教育形態。（第 66 回中央教育審議会大学分科会

大学院部会の資料より。） 

アクティブ・ラーニング授業の様子 
（小樽商科大学） 
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を推進することとする。老朽施設の再生整備に当たっては、単に物理的な経年劣

化対策のみならず、新たな高専教育システムVIに必要なスペースや機能を確保し、

教育研究活動の機能強化を図ることが必要である。 

また、経年劣化により安全性に支障のある基幹設備（ライフライン）について

も早急な改善を行うこととし、計画的に再生整備を推進する必要がある。 

さらに、非常災害時における応急避難場所の提供など、国立高専のキャンパス

や施設を活用した地域防災への貢献が求められることから、防災機能の強化が重

要である。 

 

③キャンパス環境の充実と環境問題への対応 

キャンパスは学校の顔であり、地域のシンボルともいえるものであることから、

施設整備を行う際には魅力ある景観の形成や周辺環境との調和への配慮が重要

である。 

また、障害のある学生、地域住民、社会人、高齢者など多様な利用者が利用す

ることに配慮し、ユニバーサル・デザインの観点を重視したキャンパスづくりを

進めるとともに、安全・防犯対策の充実が重要である。 

なお、国立高専を含む国立大学等においては、エネルギーの使用の合理化等に

関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）に基づき、エネルギー消費原単位を中長期

的に毎年 1％低減に努めるものとされている。低炭素社会づくりの中で国立高専

が安定的・継続的に教育研究活動を行うためには、環境負荷が少ない持続可能な

キャンパス（サスティナブル・キャンパス）を形成していくことが重要である。 

 

 

(2) 各国立高専の特色に応じた施設整備 

これまで国立高専では、高等教育機関の均衡ある整備の観点から、教育研究に必

要となる施設を一律に整備してきたが、平成 16 年度の法人化以降、各国立高専に

おける教育研究の多様化や地域の特色を活かした様々な取組が進められてきたと

ころであり、その結果、教育研究の基盤となる施設に求められる用途や機能が国立

高専間で異なりつつある。このため、今後の施設整備においては、各国立高専の特

色や特徴に応じて必要となる施設を戦略的、集中的に整備していくことが重要で

ある。 

 

 

 

                                                   
VI 新たな高専教育システム 

「今後の国立高専機構・中期ビジョン」（平成 25 年 11 月国立高専機構役員会等懇談会了承）では、ＰＢＬ

（Problem-based-Learning）などアクティブ・ラーニングの割合をあらゆる教科・科目で増加させる。授業量

（時数）については、現行の 9割以下とし、一方学生の主体的な学習時間（自習、課外活動時間）を増加させ

る（2割増等）こととしている。 
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(3)戦略的な施設マネジメントの推進 

国立高専施設の目指すべき姿を実現するために、各国立高専は総合的かつ長期

的視点に立って施設の維持・活用に取り組む必要があり、国立高専機構本部がイニ

シアティブを発揮し、戦略的な施設マネジメントを一層推進する必要がある。 

具体的には、定期的な修繕・更新や点検保守等の維持管理、既存スペースの再配

分や利用効率の向上、光熱水費の削減等の省エネルギー対策、これらに必要な財源

確保など、施設全般に係る様々な取組を学校経営の一環として捉え、戦略的に実施

する必要がある。 

また、全学的にスペースを管理し、目的・用途に応じた施設需給や利用率などを

踏まえ、類似する諸室の整理・集約化など既存スペースを適切に配分し、施設の有

効活用を積極的に行う必要がある。 

 

(4) 効果的・効率的な施設整備の推進 

国立高専機構本部は、国立高専施設全体の中長期的な年次計画を策定し、将来の

施設整備に係る予算の平準化や効率的な執行を図る必要がある。そして、各国立高

専は、国立高専機構本部の指導・助言を得て、各々のキャンパスマスタープランを

一層充実するとともに、当該プランに基づいた計画的な施設整備を行うことが重

要である。 

また、施設整備に係る予算については、国から措置される施設整備費補助金のほ

か、多様な財源を活用した施設整備を進める必要がある。独立行政法人大学改革支

援・学位授与機構が行っている施設費交付事業は、国立高専の施設整備財源の一つ

として欠かすことのできないものであり、引き続き、これを活用した施設整備が必

要である。加えて、予防保全や維持管理コストの効率化で生み出されたコストを更

なる整備や維持管理コストに転化する取り組みが一部で始まっており、今後充実

していく必要がある。 

なお、各国立高専が工事等を発注する際には、関係法令に基づき、入札及び契約

手続きの透明性、競争性、公正性を確保することが必要である。そして、施設整備

に多額の公的な資金が投入されていることを十分認識し、施設整備による教育研

究への効果・成果について、積極的な広報活動を行う必要がある。 

 

２．中期的視点に立った施設整備の基本的な考え方 

(1) 重点的な施設整備の方向性 

国立高専は、長期的には先に述べた国立高専施設の目指すべき姿を実現するた

め、施設の質的向上に向けた不断の努力を続けていくとともに、中期的には喫緊の

課題である老朽対策、教育研究機能の強化、地域や産業界との連携強化などに的確

に対応していく必要があり、「国立高専施設整備 5か年計画」に基づき計画的かつ

重点的な整備を行うことが必要である。同計画における施設整備の重点的整備の

方向性は、高専改革に必要な施設整備として、「機能強化等変化への対応」、「理工
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系女性人材の育成への対応」、「国際化への対応」の 3つの柱であり、これらの整備

に当たっては、安全・安心な教育研究環境の確保及び環境面への配慮を共通の方針

とすることが必要である。重要課題への対応については、各々の課題に対応した施

設整備を効果的・効率的なものとするため、各国立高専の持つ特色や強みのある分

野を活かしつつ、拠点校やモデル校などに対し集中的に施設整備を行っていくこ

とが重要である。 

施設の老朽対策に関しては、老朽化に起因する事故が危惧されるとともに、教

育研究活動に対する信頼性の低下が懸念されることから、計画的に改善を進める

必要がある。老朽施設の改善は、既存施設の有効活用の観点から、原則として長寿

命化改修により進めていくこととし、単なる経年劣化対策に留まらず、機能強化や

教育の質的転換を伴うリノベーションVIIの手法を活用することが重要である。 

さらに、限られた財源の中で効果的かつ効率的に整備を行っていく観点から、

各事業の必要性や緊急性などを総合的に勘案した上で、原則として老朽化の著し

い施設を優先して整備を進めていく必要がある。 

なお、保有面積の増加は維持管理コストの増大につながることから、改修や改

築の際には施設の集約化による敷地の有効活用や保有面積の抑制を検討すること

が必要である。併せて、削減した費用を教育研究水準の向上に投資するなど、学校

経営の視点を踏まえた施設運営を行っていくことが重要である。 

 

 

  

                                                   
VII リノベーションとは教育研究の活性化を引き起こすため、施設計画・設計上の工夫を行って、新たな施設機

能の創出を図る創造的な改修をいう。 

中期的な視点に立った施設整備の基本的考え方 

○高専改革に対応する施設整備を効果的・効率的なものとするため、各国立高

専の特色・特徴や目指す方向性を踏まえ、拠点校やモデル校などに対し、集

中的に施設整備を行う。 

○老朽施設の改善は、既存施設の有効活用の観点から、原則として、長寿命化

改修により進めていくこととし、その際、機能強化や教育の質的転換に対し

て、リノベーションの手法を活用して対応していく。 

○限られた財源の中で、効果的かつ効率的に整備を行っていく観点から、各事業

の必要性・緊急性などを総合的に勘案した上で、原則として、老朽化の著しい

施設を優先して整備を進めていく。 

施設整備の重点的整備 
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(2) 重点的な施設整備の具体的取組 

①国立高専の機能強化への対応 －校舎、図書館、実習工場等の現代化－ 

国立高専の機能強化に対応するため、施設の有効活用によりスペースを確保し、

新たな高専教育システムに必要な学習環境整備を推進する必要がある。国立高専

では、既に教育課程の再編成、PBL 型授業VIII、アクティブ・ラーニングの導入等

の教育改革を進めている。アクティブ・ラーニングには流動性のある学習スペー

スが効果的であるため、既存校舎の教室や実験室をアクティブ・ラーニング仕様

に転換する必要がある。 

また、学生はこれまで以上に積極的に学ぶことが求められるため、情報集積拠

点である図書館等に学生の主体的・能動的な学修を促す場として、ラーニングコ

モンズIXを設ける必要がある。 

今後の高専教育において、ものづくり

技術力の継承と発展は極めて重要であ

り、実験・実習・実技等の体験重視型教育

はこれからも高専教育のハイライトのひ

とつであることから、ものづくり機能を

更に強化する施設整備として、実習工場

の現代化を推進する必要がある。 

高い実践力、創造性を有する高度な技

術者を育成するためには、高度化・多様化

した技術に対応する施設と、技術相談・受

託研究・共同研究等の産学官連携に対応で

きるスペースが必要であり、異分野間での

共同研究やフレキシブルな施設利用が可能なオープンラボとしての機能を持た

せることが重要である。 

 

                                                   
VIII PBL 型授業とは、Project-based learning(プロジェクト型学習) または Problem-based learning(問題基盤

型学習、問題発見解決型学習など)の略である。現在、全国 51 校の国立高専の教育課程に組み込まれている。 
IX ラーニングコモンズとは、複数の学生が集まって、電子情報も印刷物も含めた様々な情報資源から得られる情

報を用いて議論を進めていく学習スタイルを可能にする「場」を提供するもの。 

アクティブ・ラーニングスペースを活用した学習（八戸工業高等専門学校） 

高度化・多様化した技術ニーズに対応した実習
工場（東京工業高等専門学校） 
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②理工系女性人材の育成への対応 －入寮待機女子の解消と教育寮としての環境改善－ 

高専改革において女子学生の活躍推進は重要な施策であり、国立高専機構の第

４期中期計画では入学者女性比率 30％の達成を目指している。特に 15 歳入学の

高専では女子学生の保護者からの入寮希望が多いが、現状では入寮の目安を満た

す女子学生でも断らざるを得ない状況が発生し、女子学生を獲得する機会を失う

ケースもあるため、早急に女子寮を整備し入寮待機女子を解消する必要がある。 

寮は、教育寮としての役割に加え、広域からの入学志願者の確保にも重要な役

割を果たしている。しかし、著しい老朽化・狭隘化により安全面や機能面におい

て支障が生じているため、寮の整備に当たっては、入寮率など施設利用状況や新

たな需要を勘案するとともに、寮にもラーニングコモンズを配置するなど教育寮

としての効果を発揮できるよう配慮する必要がある。 

 

③国際化への対応 －留学生の受入れ・グローバル人材の育成と高専教育制度の海外展開－ 

留学生の受入れ増に対応する寮の整備に当たっては、日本人学生と留学生が共

に住まうシェアハウス型を導入し、日本人学生の国際理解向上を図る環境を整備

することが重要である。 

これからの国立高専の学生は、異文化、異学年、異分野の学生との共同生活を

通じ、多様な価値観を認め合う寛容性、他者と助け合う協調性、自らの責任を果

たす自律性を養うとともに、コミュニケーション力やリーダーシップ能力を身に

付けることが必要であり、これを実現するためのシェアハウス型の教育寮の整備

が効果的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④安全・安心を確保するための老朽施設の再生 

平成27年度までに建物の構造体の耐震化率100％を達成したところであるが、

引き続き、学生や教職員の安全確保等の観点から、非構造部材の耐震対策や防災

機能の強化を推進する必要がある。 

また、経年劣化により安全性に支障のある基幹設備（ライフライン）は、防災

機能の強化並びに教育研究活動の基盤として相応しい質を確保するため、計画的

かつ重点的に更新を推進する。 

 

混住型（シェアハウス型）の 
寮改修の居室配置例 

留学生との交流 
（茨城工業高等専門学校） 
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⑤サスティナブル・キャンパスの形成 

地球環境への配慮や施設運営の適正化等の観点から、一層の省エネルギーの推

進や維持管理コスト削減に資する整備、社会の先導モデルとなる施設整備を推進

する必要がある。これらの取り組みを通して、サスティナブル・キャンパスの形

成とともに、将来を担う学生に対する環境教育の場、最先端の知識を実践する場

として国立高専のキャンパスを活用していくことが重要である。 

 

(3) 戦略的な施設マネジメントの一層の推進 

施設マネジメントを一層推進するためには、この取組をトップマネジメントと

して制度的・組織的に位置づけ、理事長を始めとする経営者層や各校長のリーダー

シップによる体制で実施する必要がある。学科の枠を越えた横断的な体制を構築

するとともに、実効性のある取組を進めることが必要である。 

さらに、各国立高専の特徴や固有の事情に応じて、財務の現状と将来予測、既存

施設の現状や施設に関する要望を踏まえながら、クオリティ、スペース、コストの

各々のマネジメントについて具体的な取組を検討するとともに、継続的に改善し

ていく仕組みを構築することが必要である。 

 

(4)多様な財源を活用した施設整備の推進 

現下の厳しい財政状況の中で、国立高専個別施設計画を実現するためには、国か

らの施設整備費補助金と併せて、多様な財源を活用した施設整備を一層推進する

ことが重要である。受益者に一定の負担を求めることが考えられる施設について

は、資金調達の方法や管理運営の形態などを比較検討し、民間資金等の多様な財源

を活用した施設整備の可能性を検討することが重要である。 

 

３．基準類の整備 

現行の「国立高専施設整備 5 か年計画」は平成 28～32(2020)年度までのものであ

り、必要に応じて、2021 年度以降も策定していくこととする。文部科学省が作成し

た、点検・診断、修繕・改修等に関する指針や手引きXを今後のメンテナンスに活用

していく予定としているが、国立高専施設独自の考え方や方向性を加えるべき点が

あれば、国立高専機構本部において、独自の基準を整備していくこととする。 

また、安全・安心確保の観点から、故障が生じる前に対応した方が望ましい場合や

コスト的に有利な場合もあることから、予防保全の実施に関する基準の整備を検討

していくこととする。 

 さらに、業務効率化やコスト縮減の観点から、施設の建設や維持管理に関する新

技術の導入について必要に応じて検討を行っていくこととするが、その際、契約の

適正性（競争性）が確保できるよう留意する必要がある。 

                                                   
X 当該指針・手引きについては、文部科学省インフラ長寿命化計画（行動計画）（平成 27 年 3 月文部科学省）

Ⅴ．§2.2.（1）指針・手引きの策定に一覧がまとめられている。 
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４．体制の構築  

国立高専施設の長寿命化計画を着実に実施するため、国立高専機構は、本報告書

を基に国立高専個別施設計画を策定するとともに、各国立高専に同計画を周知する

必要がある。 

一方、各国立高専においては、施設利用に関する委員会を活用して施設の状況把

握に取り組むとともに、施設整備や維持管理に取り組むことが求められる。具体的

には、建物毎の劣化状況調査の結果を踏まえた中長期的な修繕計画や、キャンパス

全体の将来計画を考慮した施設整備計画の策定が望まれる。その中で、施設の点

検・評価に関して費用対効果が高いと見込まれる場合には、専門業者への外注を活

用し効率的に業務を進めていくことも望ましい。 
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３章．国立高専個別施設計画の策定に関する基本的な考え方                                 

 

１．国立高専個別施設計画の策定の進め方 

国立高専個別施設計画は、政府が「インフラ長寿命化基本計画」で示した策定スキ

ームに従って、国立高専機構が平成 29 年 3 月に策定した「国立高専行動計画」を基

として策定することとする。 

「国立高専行動計画」では、対象施設を約 170 万㎡、計画期間を平成 28～37 年の

10 年間とし、旧耐震基準施設の目標耐用年数を概ね 65 年、新耐震基準施設の目標耐

用年数を概ね 100 年、改修周期を 35 年と設定した。整備費用は、要改修面積約 66 万

㎡の改修を 10 年間で行うこととして約 1,166 億円（116.6 億円/年）と試算した。基

幹設備（ライフライン）の更新については、主要配管・配線約 221km と基幹設備 136

台の更新費を約 120 億円（12 億円/年）と試算し、維持管理費及び光熱水費は約 960

億円（96 億円/年）と試算した。  

国立高専個別施設計画の策定に当たっては、その後の新たな知見を盛り込むとと

もに、検討の基礎となるデータを更新する必要がある。 

新たな知見については、平成 30 年 3 月に文部科学省が「国立大学法人等施設の長

寿命化に向けた考え方の整理」を公表し、施設のライフサイクル（大規模改修や改築

の周期）の考え方を新旧耐震基準毎に示したことから、国立高専個別施設計画の策

定における改修時期や改築時期についてもこの考え方に基づいて検討を行うのが合

理的である。試算の根拠となる保有面積や老朽状況についても時点を更新し、最新

の平成 30 年 5 月 1 日現在の施設実態調査結果を用いることとする。 

 

２．国立高専個別施設計画の対象施設 

対象施設は、各国立高専及び国立高専機構本部が管理又は所管する 100 ㎡以上の

建物XI及び基幹設備（ライフライン）を対象とする。100 ㎡未満の建物については、

大規模改修や改築時に集約化などの面積抑制の対象として検討する。 

なお、職員宿舎については本計画の対象外とする。 

 

３．国立高専個別施設計画の計画期間 

 計画期間は、今後計画的に整備を実施するため、2019 年度から 2028 年度の 10 年

間とする。 

また、本計画は国立高専機構において定めた国立高専施設整備 5 か年計画と密接

に関連するものであることから、取り組みの進捗状況や情報・知見の蓄積状況を踏

まえつつ、５か年計画の見直しに合わせて更新・改訂を実施し、継続的に運用してい

くこととする。 

  

                                                   
XI 空調設備等の建物に附属する設備や当該設備に接続する配管等を含む。 
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４．国立高専個別施設計画における中長期的な所要経費の検討 

(1) 対象施設の新旧耐震基準の内訳と大規模改修の実施状況 

国立高専個別施設計画の対象施設は、全保有施設のうち 100 ㎡以上の施設と設

定しており、その面積は約 166 万㎡である。対象施設における新旧耐震基準の内訳

と大規模改修の実施状況を整理すると図表 8 のようになる。 

建築基準法の耐震基準は、昭和 56 年に行われた大幅改正の前後で旧耐震基準と

新旧耐震基準に区分されており、旧耐震基準の施設は最も経過年数が短いもので

も既に築 38 年を経過しているため大規模改修が必要である。 

対象施設約 166 万㎡のうち約 69％に当たる約 115 万㎡が旧耐震基準の施設で、

このうち約 70 万㎡が既に大規模改修を実施しているが、残りの約 45 万㎡は大規

模改修が必要な時期を超えているににもかかわらず未だ改修が行われていないた

め、早急な対応が必要である。また、既に大規模改修を実施済みの約 70 万㎡につ

いては、将来的に改築の検討が必要となってくる。 

一方、新耐震基準（現行基準）の施設は約 51 万㎡で、そのほとんどを占める約

50 万㎡が大規模改修を実施していない。新耐震基準といっても昭和 56 年の法改正

から既に 38 年を経過しているため、将来的には初期に建設されたものから順次大

規模改修が必要になってくる。 

なお、旧耐震基準の施設に対する構造体の耐震化は平成 27 年度に 100％を達成

しており、現在は非構造部材の耐震対策を進めている。 

  

※ 対象施設は、  
  100 ㎡以上の施設 

対象面積 
約 166 万㎡ 

旧耐震基準の施設 
約 115 万㎡ 

新耐震基準の施設 
約 51 万㎡ 

大規模改修済 

[(Ｂ)グループ] 約 70 万㎡ 

大規模改修未実施 

[(Ａ)グループ] 約 45 万㎡ 

大規模改修済 
約 1万㎡ 

大規模改修未実施 

[(Ｃ)グループ] 約 50 万㎡ 

図表 8  対象施設の新旧耐震基準の内訳と大規模改修の実施状況 

※ 耐震化改修は 
平成 27 年度までに実施済 
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(2) 大規模改修と改築時期の設定 

①旧耐震基準の施設の検討 

文部科学省が平成 30 年 3 月に公表した「国立大学法人等施設の長寿命化に向

けた基本的な考え方の整理」（以下、「文部科学省「考え方の整理」という。）に

よると、従来の施設のライフサイクルは、築 30～40 年で性能維持と機能向上の

ために大規模改修を行い、築 60～65 年で改築するイメージが示されている。 

 

 

これを基に、国立高専個別施設計画における旧耐震基準の施設の大規模改修

時期を築 35 年とし、大規模改修から改築までの期間を 25 年と設定する。これ

により、経年 50 年以上の未改修の旧耐震基準の施設も改築までの期間が概ね

75 年に抑えられる 

 

 

  

図表 9 文部科学省「従来の施設のライフサイクルのイメージ」 

図表 10 国立高専個別施設計画における旧耐震基準の施設の大規模改修時期と改築時期 

修繕費 

（運営費交付金等） 

大規模改修未実施[(Ａ)グループ] 

（施設整備費補助金） 

大規模改修済[(Ｂ)グループ] 

（施設整備費補助金）  
大
規
模
改
修 

改 

築 
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②新耐震基準の施設の検討 

文部科学省「考え方の整理」では施設の基本的なライフサイクルとして、築

20～25 年で性能維持改修を行い、築 40～50 年で性能維持と機能向上のために

大規模改修を行うというイメージを示している。さらに、築 60～75 年で再び性

能維持改修を行い、築 80～100 年で改築するとしている。 

 

これを基に、国立高専機構は新耐震基準の性能維持改修時期を築 25 年及び

築 75 年とし、大規模改修（性能維持改修＋機能向上改修）の時期を築 50 年、

改築時期を築 100 年と設定する。 

なお、新耐震基準の施設における築 25 年経過の性能維持改修については、

文部科学省「考え方の整理」の 3.(3)（適切な維持管理）において「外壁や屋

上防水の修繕等（性能維持改修）の維持管理を適切に実施することが重要」と

示されていることから、国立高専機構は性能維持改修を維持管理として対応す

る想定としている。 

 

 

  

図表 11 文部科学省「長寿命化に向けた施設の基本的なライフサイクルのイメージ」 

図表 12 国立高専個別施設計画における新耐震基準の施設の改修周期等 

 
性能維持改修 

（運営費交付金） 

性能維持改修 

（運営費交付金） 

大規模改修未実施[(Ｃ)グループ]

（施設整備費補助金） 

改築 

（施設整備費補助金） 

修繕費 

（運営費交付金等） 

大
規
模
改
修 

改 

築 
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③改築時における整備面積の抑制 

現在の国立高専施設は、3～4 階程度の校舎を渡り廊下で接続するタイプが多

く、共通部分の面積割合が高くなっている。今後の改築時においては、棟の集約

化やスペースの共有化を考えることで、改築時の整備面積を抑制する取組が必要

となる。（集約化などにより約 20％の抑制を目指す。）このことは、イニシャルコ

スト（施設整備費）の抑制のみならず、将来にわたるランニングコスト（維持管

理費や光熱水費）の削減にも大きな効果がある。 

 

(3) 基幹設備（ライフライン）の更新 

主要配管・配線の目標耐用年数は、国立高専行動計画に合わせて法定耐用年数の

2 倍の経年 30 年とする。基幹設備機器の目標耐用年数は設備ごとに設定すること

とし、法定耐用年数の 2 倍の年数とする。 

基幹設備（ライフライン）の現状は、図表 14 に示すとおり長寿命化計画の対象

となる主要配管・配線が総計約 1,118km あり、そのうち目標耐用年数を超えるもの

が約 374km である。基幹設備機器の総計は 2,133 台あり、そのうち目標耐用年数

を超えるものが 206 台である。 

主要配管・配線は、目標耐用年数を超えている約 374km を本計画期間の 10 年間

で更新することとし、本計画期間後（2029 年度以降）に残る 744 km を順次更新し

ていくこととする。 

図表 13 経過年数を考慮した対象施設の年度別面積 

※Ｂグループは大規模改修から 25 年経過で改築と想定、Ｃグループは築 50 年で大規模改修と想定 
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(A)グループ：旧耐震基準の施設（約 45 万㎡）で、大規模改修が必要な時期を

超えているにもかかわらず、未だ改修が行われていない施設。 

(B)グループ：旧耐震基準の施設（約 70 万㎡）で、既に大規模改修を

実施しているが、将来的に改築が必要になる施設 

(C)グループ：新耐震基準の施設（約 50 万㎡）で、

将来的に大規模改修が必要な施設 

年度 
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基幹設備機器は、目標耐用年数を超えている 206 台及び本計画期間中に目標耐

用年数を超える 342 台(経年 20～24 年、25～29 年の計)の合わせて 548 台が対象と

なる。基幹設備機器の多くが建物の整備と合わせて更新等を行っていくため、基幹

設備機器単独で更新するものを 4 分の 1 程度と見込んで、548 台の 4 分の 1 の 137

台を 10 年間で更新することとする。本計画期間後（同）は、残りの 1,585 台の 4

分の 1 に当たる 396 台を順次更新していくこととする。 

 

(4) 維持管理費の検討 

維持管理費は、修繕費とそれ以外の経費（点検保守費、運転監視費、廃棄物処分

費、緑地管理費、校地維持費、清掃費、警備費及び電話交換業務等）で構成され、

近年の実績額は、約 37 億円／年である。なお、維持管理費には職員宿舎に係る経

費は含まない。 

①修繕費 

修繕費の実績額は、約 22.0 億円／年で、その内訳は性能維持改修が約 5.3 億円

／年、機能向上改修が約 16.7 億円／年となっている。 

なお、前項で未改修の新耐震基準の施設の性能維持改修を築 25 年と築 75 年で

図表 14 主要な基幹設備（ライフライン）の経年状況 

平成30年5月1日現在

法定耐

用年数
5年未満 5～9年

10～

14年

15～

19年

20～

24年

25～

29年
経年30

年以上
小計(A)

経年不

明(B)

合計

(A＋B)

延長 （ｍ） 4,099 6,459 2,408 4,964 2,768 3,461 80,915 105,075 3,255 108,330

割合 （％） 3.8% 6.0% 2.2% 4.6% 2.6% 3.2% 74.7% － 3.0% －
延長 （ｍ） 6,764 3,576 4,332 11,635 2,549 3,804 61,351 94,011 0 94,011

割合 （％） 7.2% 3.8% 4.6% 12.4% 2.7% 4.1% 65.3% － 0.0% －
延長 （ｍ） 226 532 78 1,226 164 297 2,498 5,021 0 5,021

割合 （％） 4.5% 10.6% 1.6% 24.4% 3.3% 5.9% 49.8% － 0.0% －
延長 （ｍ） 0 4,586 489 1,590 1,509 3,758 15,570 27,502 0 27,502

割合 （％） 0.0% 16.7% 1.8% 5.8% 5.5% 13.7% 56.6% － 0.0% －

延長 （ｍ） 12,535 10,733 8,502 16,568 10,703 7,732 45,249 112,023 3,758 115,781
割合 （％） 10.8% 9.3% 7.3% 14.3% 9.2% 6.7% 39.1% － 3.3% －

延長 （ｍ） 651 5,571 5,539 10,674 3,246 3,448 8,398 37,528 381 37,909
割合 （％） 1.7% 14.7% 14.6% 28.2% 8.6% 9.1% 22.2% － 1.0% －

延長 （ｍ） 117,931 35,804 25,887 65,228 51,685 16,923 95,241 408,699 2,029 410,728
割合 （％） 28.7% 8.7% 6.3% 15.9% 12.6% 4.1% 23.2% － 0.5% －

延長 （ｍ） 18,309 48,412 24,553 84,783 38,296 21,375 63,224 298,951 1,259 300,210
割合 （％） 6.1% 16.1% 8.2% 28.2% 12.8% 7.1% 21.1% － 0.4% －

延長 （ｍ） 4,633 5,701 2,872 8,332 3,764 2,489 1,708 29,499 0 29,499
割合 （％） 15.7% 19.3% 9.7% 28.2% 12.8% 8.4% 5.8% － 0.0% －

延長 （ｍ） 165,148 121,375 74,660 205,000 114,684 63,288 374,154 1,118,309 10,682 1,128,991

割合 （％） 14.6% 10.8% 6.6% 18.2% 10.2% 5.6% 33.1% － 1.0% －

台数 （台） 1 1 2 3 1 3 29 40 0 40

割合 （％） 2.5% 2.5% 5.0% 7.5% 2.5% 7.5% 72.5% － 0.0% －

台数 （台） 16 10 16 51 59 36 76 264 0 264
割合 （％） 6.1% 3.8% 6.1% 19.3% 22.4% 13.6% 28.8% － 0.0% －

台数 （台） 55 174 118 193 109 48 53 750 0 750
割合 （％） 7.3% 23.2% 15.7% 25.7% 14.5% 6.4% 7.1% － 0.0% －

台数 （台） 27 36 56 83 9 9 22 242 0 242
割合 （％） 11.2% 14.9% 23.1% 34.3% 3.7% 3.7% 9.1% － 0.0% －

台数 （台） 16 28 26 30 20 12 10 142 0 142
割合 （％） 11.3% 19.7% 18.3% 21.1% 14.1% 8.5% 7.0% － 0.0% －

台数 （台） 24 24 27 54 21 13 13 176 1 177
割合 （％） 13.6% 13.6% 15.3% 30.5% 11.9% 7.3% 7.3% － 0.6% －

台数 （台） 57 117 32 250 1 0 3 460 8 468
割合 （％） 12.2% 25.0% 6.8% 53.4% 0.2% 0.0% 0.6% － 1.7% －

台数 （台） 18 12 17 11 1 0 0 59 0 59
割合 （％） 30.5% 20.3% 28.8% 18.6% 1.7% 0.0% 0.0% － 0.0% －

台数 （台） 214 402 294 675 221 121 206 2,133 9 2,142

割合 （％） 10.0% 18.8% 13.7% 31.5% 10.3% 5.7% 9.6% － 0.4% －

15年

①～⑧　計

①～⑨　計 －

15年

④昇降機設備 15年

⑤ボイラー設備 15年

⑥自動火災
　 報知器

15年

⑦防災設備 15年

⑧電話交換機
 　設備

15年

①排水処理
　 設備

15年

⑨屋外電力線
 　（高圧）

15年

⑦屋外通信線 15年

種別 単位等

①屋外排水管

　 （雨水）
15年

②屋外排水管

　 （汚水）
15年

－

主

要
配

管
・

配
線

基
幹

設
備

機
器

③屋外排水管

　 （実験排水）
15年

④屋外冷暖房

　 管
15年

⑤屋外給水管 15年

⑥屋外ガス管

②受水槽設備 15年

③高圧変電
 　設備

15年

⑧屋外電力線
 　（低圧）
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行うと設定しており、これに必要な経費を算出すると約 13.2 億円／年が必要と

なる。性能維持改修実績額は約 5.3 億円であることから、約 8 億円の増額が必要

となり、これを加えた今後の修繕費は約 30 億円／年が必要となる。 

 

② 修繕費以外の維持管理費 

修繕費以外の維持管理費の実績額は、約 15.3 億円／年である。 

 

(5) 施設整備所要額の推計  

 前項で述べた既存施設の大規模改修や改築の時期及び基幹設備（ライフライ

ン）の更新の考え方を基に、一定の仮定条件を設定して、これに必要な所要額を

試算した。試算の結果、本計画期間（2019～2028 年度）の所要額は、約 941 億円

（約 94 億円／年）、本計画期間後（2029 年度以降）の所要額は約 3,142 億円（約

121 億円／年）となった。 

 

 対象区分ごとの試算根拠は以下のとおりである。 

  

  

図表 15 インフラ長寿命化計画に係る施設整備所要額（試算） 
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大規模改修未実施の 
旧耐震基準の施設 
[(Ａ)グループ] 
約 77 億円／年 

大規模改修済の旧耐震基準の施設[(Ｂ)グループ] 
約 75 億円／年 

大規模改修未実施の新耐震基準の施設[(Ｃ)グループ] 
約 31 億円／年 

基幹設備(ライフライン) 
約 17 億円／年 

基幹設備(ライフライン) 
約 15 億円／年 

年度 
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①大規模改修未実施の旧耐震基準の施設[(Ａ)グループ] 

未改修の旧耐震基準の施設は約 45 万㎡あり、対象面積の 9 割を大規模改修で

対応する。大規模改修の単価は、これまでの実績を踏まえ 16 万円/㎡とする。 

対象施設の中には、コンクリート強度が低いもの、立地条件等により経年劣

化が著しいもの等大規模改修より改築の方が経済的・建築計画的に合理的な場

合があるため、この割合を 1 割とし、改築で対応することとする。改築の単価

は、これまでの実績を踏まえて 35 万円/㎡とする。なお、改築時は整備面積を

約 20％抑制する。対応期間は本計画期間とする。この仮定条件で所要額を試算

すると約 774 億円（1 年当たり約 77 億円）となる。 

約 45 万㎡×9 割×16 万円／㎡＝約 648 億円 

約 45 万㎡×1 割×8 割×35 万円／㎡＝約 126 億円 

 

②大規模改修済の旧耐震基準の施設[(Ｂ)グループ] 

改修済の旧耐震基準の施設は約 70 万㎡あり、対象面積の全てを改築すること

とし、改築の単価は①と同様に 35 万円/㎡とする。なお、改築時は整備面積を

約 20％抑制する。対応期間は本計画期間後（同）とする。この仮定条件で所要

経費を試算すると約 1,960 億円（1 年当たり約 75 億円）となる。 

約 70 万㎡×8 割×35 万円／㎡＝約 1,960 億円 

 

③大規模改修未実施の新耐震基準の施設[(Ｃ)グループ] 

未改修の新耐震基準の施設は約 50 万㎡あり、対象面積の全てを大規模改修で

対応することとし、大規模改修の単価は①と同様に 16 万円/㎡とする。対応期

間は本計画期間後（同）とする。この仮定条件で所要経費を試算すると約 800

億円（1 年当たり約 31 億円）となる。 

約 50 万㎡×16 万円／㎡＝約 800 億円 

 

④基幹設備（ライフライン）の更新（本計画期間中） 

主要配管・配線は、目標耐用年数を超えている約 374km の全てを更新する。

更新単価はこれまでの実績を踏まえ 3,000 万円／㎞とする。 

基幹設備機器は、目標耐用年数を超えている 206 台及び本計画期間中に目標耐

用年数を超える 342 台、計 548 台の 4 分の１に当たる 137 台を更新する。更新単

価はこれまでの実績を踏まえ 4,000 万円／台とする。対応期間は、本計画期間と

する。この仮定条件で所要額を試算すると約 167 億円（1 年当たり約 17 億円）

となる 

主要配管・配線：約 374km × 3,000 万円／㎞＝ 約 112 億円 

基幹設備機器 ： 137 台 × 4,000 万円／台＝ 約 55 億円 

 

 

約 774 億円 

約 167 億円 
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⑤基幹設備（ライフライン）の更新（本計画期間後） 

主要配管・配線は、目標耐用年数を超える約 744km 順次更新していくこととし、

更新単価は①と同額とする。 

基幹設備機器は、目標耐用年数を超える 1,585 台の 4 分の 1 に当たる 396 台

を更新することとし、更新単価は①と同額とする。対応期間は、本計画期間後（同）

とする。この仮定条件で所要額を試算すると約 381 億円（1 年当たり約 15 億円）

となる。 

主要配管・配線： 約 744km× 3,000 万円／㎞ ＝ 約 223 億円 

基幹設備機器 ： 396 台 × 4,000 万円／台 ＝ 約 158 億円 

 

 

なお、本計画期間後は、旧耐震基準の改築需要と新耐震基準の大規模改修需要が重

なって、所要額が大幅に増加するため、今後の予算措置状況によっては想定した施設

整備が難しくなり、大規模改修や改築が必要な施設が蓄積していくことも予想される。

この対応として、必要に応じて本計画期間後の施設整備を前倒して実施することも検

討する必要がある。 

また、維持管理費の所要額を試算した結果、毎年約 45 億円が必要となったが、近

年の維持管理費の実績は約 37 億円であり、約 8 億円を新たに確保する必要がある。

施設の長寿命化計画の達成には、維持管理を確実に実践していくことが不可欠であり、

維持管理費の確保なしに施設の長寿命化計画の達成はできないと考える。 

このため、維持管理費に関する新たな取り組みとして、国立高専機構行動計画（Ⅴ．

ⅵ．予算管理）に基づき、好循環リノベーションに向けた取組を提案し、平成 31 年

度運営費交付金（案）に「持続的な学修環境への改善XII」として約 10 億円を盛り込ん

だ。この事業により毎年約 2.5 億円の光熱水量を含む維持管理費の削減を見込んでお

り、この削減額を維持管理費の一部に充当することとしている。  

                                                   
XII持続的な学修環境への改善とは、耐用年数を超えた基幹設備機器のうち、更新により高効率化が期待され、光

熱水費を含む保守や維持管理に要するコストの削減効果が大きいインフラ設備を重点的に更新するものであり、

この削減された費用を基に持続的にインフラ設備を更新する事業である。 

約 381 億円 
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５．国立高専個別施設計画における実施事業の優先度の考え方 

限られた財源の中で施設整備を効率的かつ効果的に実施し、投資効果を最大にす

るには、実施事業の優先度を定め、これに基づき計画的・重点的な施設整備を行う必

要がある。この場合の優先度は、施設の経過年数のみならず、国立高専機構が推進す

る取り組みや国の施策との関係など様々な観点から考えていく必要がある。 

 

(1) 施設の劣化状況や教育の特色による優先度 

①建物の劣化度調査による優先度 

国立高専施設は、用途、整備年代、立地条件が多様であるため、一定の基準で

施設の劣化状況を判断し、その結果を基に優先度を考えることが重要である。 

②教育の特色による優先度 

施設の経過年数のみならず、各国立高専の教育の特色を考慮して優先度を考え

ることが重要である。 

③建物種別による優先度 

国立高専には、教育・研究施設、図書館、体育施設、福利厚生施設及び寮等の

施設が整備されており、施設の種別によって優先度を考えることが重要である。 

 

(2) 国立高専機構が推進する取り組みによる優先度 

国立高専機構が推進する取り組みとの関係を考慮して優先度を考えることが

重要である。例えば、高専教育の高度化（社会的ニーズの高い分野の人材育成、

高専教育の質保証等）、日本型高専教育制度（KOSEN）の海外展開と国際化の一体

的推進に関係する施設を優先することが考えられる。 

 

(3) 国の施策による優先度 

国の施策、政府の提言等を踏まえた取り組みとの関係を考慮して優先度を考え

ることが重要である。例えば、経済財政運営と改革の基本方針、未来投資戦略 ―

Society 5.0 の実現に向けた改革―、まち・ひと・しごと創生基本方針、サイバ

ーセキュリティ戦略等を踏まえた取り組みや、教育界と産業界の連携事業に関係

する施設を優先することが考えられる。 
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４章．国立高専個別施設計画の策定と今後の課題                      

 

１．国立高専個別施設計画の策定 

本報告書は、国立高専機構本部が国立高専個別施設計画を策定する際に必要とな

る中長期的な施設整備需要や維持管理費の推計、施設の改修周期、実施事業の優先

度等について、その考え方や方向性を取りまとめたものである。同計画の策定にお

いては、本報告書の提言を踏まえつつ、国の施策や国立高専機構の第 4期中期目標・

計画（2019～2023 年度）に配慮した計画となるよう留意する必要がある。 

国立高専機構本部は、国立高専施設の老朽状況、重要度、改修周期等を勘案して

「国立高専個別施設計画」を策定するとともに、これを各国立高専に周知する必要

がある。各国立高専は、同計画に基づき、建物ごとの劣化状況調査の結果を踏まえた

中長期的な修繕計画や整備計画を策定する必要がある。 

なお、基幹設備（ライフライン）については、既に各国立高専において調査を進め

ていることから、調査結果に基づき計画的な整備を行う必要がある。調査が未完の

国立高専については、早期に調査を完了させ、今後の整備需要を計上しておく必要

がある。 

 

２．計画策定後のフォローアップ計画  

 国立高専施設整備５か年計画では、計画の達成状況や施設整備による教育研究上

の成果に関するフォローアップを行い、その後の施設整備に活用することとなって

いる。国立高専機構本部は、国立高専個別施設計画においても事業の達成状況につ

いて定期的なフォローアップを行い、取組の遅滞が見受けられる場合は必要に応じ

てその要因を分析し計画内容の見直しなどを行う必要がある。 

 

３．中期目標・中期計画及び施設整備５か年計画との整合  

 インフラ長寿命化計画(行動計画・個別施設計画）には、上位計画として、国立高

専機構の中期目標・中期計画（第 4 期：2019～2023 年度）及び国立高専施設整備 5

か年計画（2016～2020 年度）がある。 

国立高専個別施設計画の計画期間を 2019 年度からの 10 年間としているため、こ

の間に上位計画の更新が行われることとなる。同計画における施設整備需要の推計

や計画期間中に実施すべき事業は、中期目標・中期計画で掲げる目標の達成に必要

な事業であり、かつ国立高専施設整備 5 か年計画の達成に必要な事業でもあること

から、これらの上位計画が更新される場合は、必要に応じて同計画の見直しや一部

修正が必要である。 

なお、現行の国立高専施設整備 5 か年計画は 2020 年度までとなっていることか

ら、次期計画の策定を踏まえ、必要に応じ同計画を見直すことが望ましい。 
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４．インフラ長寿命化の推進に向けた今後の課題 

(1) インフラ長寿命化の観点からみた寮の将来像 

 国立高専施設の特徴の一つとして全保有面積に占める寮の割合が多いことがあ

り、国立大学の 5％に対し国立高専では 22％を占めている。これは、15 歳入学か

ら始まる高専教育制度の特色を踏まえ、創設当初に寮を教育寮と位置付けて積極

的に整備を行ったためであり、寮を厚生施設と位置付けた国立大学とは設置の考

え方が異なっている。当時の収容寮生数の算出は、寮生の割合を 4～5 年生 20％、

3 年生 30％、1～2 年生 50％とし、全体で学生定員の 34％を定員と想定していた。 

 国立高専の寮は、建設当時に多人数部屋を標準として整備され、その後 2人室や

個室への改修等の居住環境改善が行われてきたものの、老朽化が進んだ現状では、

他の学校種の寮や民間の学生向け住居施設の居住水準と比べて極めて低い水準と

なっている。一方で、女子学生の増加に伴う女子寮の需要増、国際化の進展に伴う

留学生の増加、日本人学生と留学生が共に住まうシェアハウス型の導入など、寮へ

のニーズは今後も高いと考えられる。 

 インフラ長寿命化の観点から見て、全保有面積の 2 割以上を占める寮の施設を

今後どのように整備し維持していくかは大きな課題である。寮の運営は、入退寮者

の選定、寮生への指導、会計事務等の多くの点で学校全体と区分して行われている

実態があることから、寮の施設整備を寮以外の施設と異なる発想で取り組むこと

が可能ではないかという考え方もあり、例えば、民間資金を活用した施設整備と運

営の導入、利用者負担の観点を踏まえた施設整備の可能性等も検討の候補である。

国立高専機構本部は、寮の在り方に関する様々な考え方を踏まえつつ、これらの新

たな取り組みについて検討することが重要である。 

計画　　　　　　　　　　　年度
平成２８年度

（２０１６）

平成２９年度

（２０１７）

平成３０年度

（２０１８）

平成３１年度

（２０１９）

平成３２年度

（２０２０）

平成３３年度

（２０２１）

平成３４年度

（２０２２）

平成３５年度

（２０２３）

平成３６年度

（２０２４）

平成３７年度

（２０２５）

平成３８年度

（２０２６）

平成３９年度

（２０２７）

平成４０年度

（２０２８）

国
立

大
学

国立大学法人等
施設整備５か年計画

国 科学技術基本計画

高専機構中期目標・中期計画

国立高専機構
施設整備５か年計画

国立高等専門学校機構
インフラ長寿命化計画

（行動計画）
（個別施設計画）

第５期科学技術基本計画

第４次 国立大学法人等施設整備５か年計画

国立高専機構施設整備５か年計画（Ｈ２８～Ｈ３２）

３期（２０１４～２０１８） ４期（２０１９～２０２３）

行
動
計
画
策
定

専門部会

調査研究会

国立高専機構施設整備５か年計画

インフラ長寿命化計画（２０１９～２０２８）

次
期
５
か
年
計
画
の
策
定

５
か
年
計
画
の
策
定

個
別
施
設
計
画
策
定

国立高専機構施設整備５か年計画

第５次 国立大学法人等施設整備５か年計画 第６次 国立大学法人等施設整備５か年

第６期科学技術基本計画 第７期科学技術基本計画

５期（２０２４～２０２８）

見直し等

・反映

見直し等

・反映

図表 16  インフラ長寿命化計画と上位計画の年次計画（予定） 
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(2) 将来を想定した国立高専キャンパス・モデルプランの検討 

国立高専個別施設計画では、旧耐震基準の施設のライフサイクルとして、築 35

年程度での大規模改修と築 60 年程度での改築を想定している。現在、旧耐震基準

で改修済の施設が約 70 万㎡あり、遠くない将来、これらの施設が順次改築のステ

ージに入ることから、将来の改築需要への準備を始めることが必要な時期になっ

ている。このような状況に対応するためには、国立高専機構本部が、高専教育の高

度化、日本型高専教育の国際展開と国際化の一体的推進等の高専教育の目指すべ

き姿を踏まえつつ、改築整備も含めた将来的な国立高専キャンパスのモデルプラ

ンを検討し、もって効果的かつ効率的な施設整備を継続するための方策を示す必

要がある。 

将来的には、機構本部の技術的・専門的な支援の下で、各国立高専がこのモデル

プランを参考に各々キャンパス・マスタープランを策定し、これを基に安全安心な

教育研究環境の維持と機能向上を図ることが望まれる。 

 

(3) ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)に貢献するインフラ長寿命化計画 

ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)は、2015 年 9 月の国連総会で採択された開発目

標で、誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、

2030 年を年限とする 17 の国際目標と 169 のターゲット(達成基準)が定められて

いる。我が国においても、政府が総理を本部長とするＳＤＧｓ推進本部を設置し、

平成 30 年 5月 1日現在 

図表 17 国立高専と国立大学の保有面積の用途別構成率 

改修済の寮（左：長岡工業高等専門学校、右：松江工業高等専門学校） 
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同本部が決定した「実施指針」や「アクションプラン」を踏まえて、地方公共団体、

企業、NPO 等の多くの機関が関連する取り組みを行っている。 

インフラ長寿命計画は、施設整備と維持管理の観点から持続可能な社会を実現

するための計画であり、ＳＤＧｓに盛り込まれた国際目標を実現するための具体

的な方策である。単なる老朽施設の更新ではなく、安全安心な教育研究環境の整備、

施設の長寿命化による環境負荷の低減、エネルギー使用量の削減等によって、将来

にわたって良好な教育研究環境の確保を目指すというインフラ長寿命化計画の基

本方針は、ＳＤＧｓが目指す「持続可能な開発目標」と一致する。 

具体的には、17 の国際目標のうち、⑦エネルギー（すべての人々の安価かつ信

頼できる持続可能な現代的エネルギーへのアクセスの確保）及び⑪都市（都市と人

間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする）は、施設の長寿命化計画と

ほぼ同様の内容である。また、④教育(全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育

を確保)及び⑨イノベーション(強靭なインフラの整備、持続可能な産業化の促進、

技術革新の拡大)は、インフラ長寿命化計画が支え高専教育の高度化に合致する。 

このように、インフラ長寿命化計画は、ハード（⑦エネルギー、⑪都市）とソフ

ト（④教育、⑨イノベーション）の双方からＳＤＧｓに貢献するものであり、国立

高専機構並びに各国立高専は、その実施を通じてＳＤＧｓの目標達成に向けてよ

り積極的に貢献していくことが望まれる。 

図表 18 ＳＤＧｓに貢献するインフラ長寿命化計画 

国立高等専門学校機構 
インフラ長寿命化計画 
（行動計画・個別施設計画） 

すべての人々の安価かつ信頼できる持続可能な現
代的エネルギーへのアクセスの確保 

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続
可能にする 

全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保 

強靭なインフラの整備、持続可能な産業化の促進、
技術革新の拡大 

（ハード系） 

（ソフト系） 








































































